
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号

国
土
形
成
計
画
法
施
行
規
則

国
土
形
成
計
画
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
第
五
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

（
全
国
計
画
に
つ
い
て
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
国
土
形
成
計
画
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
全
国
計
画
（
以
下
単
に
「
全
国
計
画
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
全
国
計
画
の
原
案
及
び
当
該
原
案
に
対
す
る
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ
の

他
意
見
の
提
出
に
必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
一

般
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
全
国
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
の
意
見
聴
取
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
全
国
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
全
国
計
画
の
原
案
を
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
は
、
前
項
の
送
付
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国

土
交
通
大
臣
に
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
意
見
を
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
全
国
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
の
広
域
地
方
計
画
協
議
会
に
対
す
る
要
請
）

第
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
地
方
計
画
（
以
下

単
に
「
広
域
地
方
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

法
第
十
条
第
一
項
の
広
域
地
方
計
画
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
協
議
を
行
う
た
め
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
協
議
会
に
対
し
、
次
に

掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
広
域
地
方
計
画
区
域
内
の
一
部
の
区
域
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
一
部
の
構
成
員
に
よ
る
会
議
を
開
く
こ
と
。

二
　
複
数
の
広
域
地
方
計
画
区
域
に
ま
た
が
る
区
域
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
協
議
会
が
共
同
し
て
会
議
（
関
係
す

る
一
部
の
構
成
員
に
よ
る
会
議
を
含
む
。
）
を
開
く
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
広
域
地
方
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
広
域
地
方
計
画
に
つ
い
て
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
四
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
地
方
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
広
域
地
方
計
画
の
原
案
及
び
当
該
原
案
に
対
す
る
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ

の
他
意
見
の
提
出
に
必
要
な
事
項
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り

一
般
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
広
域
地
方
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
広
域
地
方
計
画
に
係
る
提
案
）

第
五
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
提
案
（
以
下
単
に
「
計
画
提
案
」
と

い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提
案
書
に
当
該
計
画
提
案
に
係
る
広
域

地
方
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
一
通
を
、
都
府
県
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
写
し
一
通
を
当
該
都
府
県
の
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
市
町
村
の
名
称

二
　
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
施
策
の
効
果
を
一
層
高
め
る

た
め
に
広
域
地
方
計
画
の
策
定
又
は
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
そ
の
他
計
画
提
案
の
理
由

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
総
合
的
な
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
の
国
土
総
合
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


